
神秘の島、屋久島で新築された
木造庁舎を見に行きませんか？

設計・監理：アルセッド建築研究所

内装・外装にリボス社 カルデット・クノス白木等使用

【ツアー概要】

【東京】往路11/5（火）09:30羽田空港発
復路11/7（木）13:30/14:45屋久島空港発→16:15伊丹空港着

17:25伊丹空港発→18:35羽田空港着

【大阪】往路11/5（火）11:20伊丹空港発
復路11/7（木）13:30/14:45屋久島空港発→16:15伊丹空港着

11/5（火）屋久島庁舎・製材所等視察
11/6（水）屋久島の森・地域資源活用センター等視察
11/7（木）ヤクスギランド

【ご旅行日】2泊3日
●2019年11月5日（火）～11月7日（木）

【宿泊ホテル】
●シーサイドホテル屋久島（洋室一室2名様利用）

【食事】
●朝食：２回 昼食：０回 夕食：０回

【旅行代金】おひとり様

●１２６，０００円

【添乗員】同行いたしません。
【利用予定バス会社】
屋久島道の駅観光、まつばんだ交通バス、種子島屋久島交通

【最少催行人員】伊丹発着３名、羽田発着10名

【申込締切日】2019年10月11日（金）

３月竣工の屋久島新庁舎の見学会を開催いたします。
戦後植林された「屋久島地スギ」を全面に使用した純木造の二階建て新庁舎と
なります。「地スギ」は厳しい屋久島の気候風土で育った材料ならではの「粘り」
や「強度」が高く、構造材や外壁にも使用できる良材でもあります。また、庁舎見
学後は、屋久島役場の全面協力の元、島にある製材所を見学。屋久島の森な
ども見学します。また、最終日には気軽に樹齢2000年の屋久杉などが見られる
「ヤクスギランド」を散策。

設計

アルセッド建築研究所
武田光史氏

1996年アルセッド建築研究所に入所。
富山、越前大野、山古志、十津川、金山、HOPE計画ア
ドバイザー等を行い、地域に根ざした木造住宅を推進。また
越前大野、長岡市和島、会津坂下、長門湯本等で歴史
的な町並みを生かしたまちづくりにも携わる。

【主な受賞】
木の建築賞（選考委員特別賞）
地域住宅計画賞
都市住宅学会業績賞
アジア都市景観賞等

協力：屋久島町役場 産業振興課・アルセッド建築研究所



フリガナ 発着空港

①申込代表者氏名

性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 歳

□羽田空港
□伊丹空港

※申込代表者様が参加されない場合は右記□に「レ」マークを記入 □ 参加しません

勤務先名・部署名 役職

ご連絡先
（資料送付先）

〒 －

Eメールアドレス

電話（携帯） FAX

フリガナ
同行者氏名

性別 年齢 勤務先名 発着空港

② 男 ・ 女 歳
□羽田空港
□伊丹空港

③ 男 ・ 女 歳
□羽田空港
□伊丹空港

④ 男 ・ 女 歳
□羽田空港
□伊丹空港

お申込人数（合計） 名

【参加申込書】
●下記をご記入いただきFAXにてお申込みください。【FAX送信先】０６-６３４４‐３９２８
●受付確認は３営業日以内に代表者様へFAXにて返送いたします。
●集合時間、場所などのご案内は実施日の約1週間前までに、代表者様へ郵送にてご案内いたします。

観光庁長官登録旅行業第38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者／奥田心耳

〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28（堂島アクシスビル7階） TEL０６-６３４４-３９２７ FAX０６-６３４４-３９２８

営業日・営業時間／月～金09:30～17:30（休業日：土日・祝日） 担当：久保田、田中 (H28.5版）

旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部と

なります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

大阪法人事業部第二営業部

３．旅行契約の解除

(1) お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消

日とは、お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出いた

だいた日とします。

(2) お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込

みになる場合、また、お申込人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお1人様につき

上記の取消料の対象となりますので、あらかじめご了承ください。

４、このパンフレットは、平成31年9月1日現在を基準としております。

西１９-１００

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社 大阪法人事業部（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅

行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締

結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容および別途お渡しする旅行条

件書、確定書面（クーポン類または最終日程表）ならびに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によ

ります。

１．お申し込み方法・条件と旅行契約の成立

（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、旅行代金と添えてお申し込みください。

（２）旅行契約は、当社が締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。

２．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの

旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額が含まれています。こ

れらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。行程に含まれない交

通費、飲食費等ならびに個人的性質の諸費用は含まれていません。

旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目

(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降8日

目にあたる日まで

旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで
旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行
の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮なく旅行業務取扱管
理者にお尋ねください。

【旅行企画・実施】

【事業企画】株式会社イケダコーポレーション（担当：藤田）0120-544-453


